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学習指導要領等の改訂の経過

平成20年の小学校学習指導要領の改訂は，昭和22年に「教科課程，教科内容及びそ

の取扱い」の基準として，初めて学習指導要領が編集，刊行されて以来，昭和26年，

33年，43年，52年，平成元年，10年の全面改訂に続く７回目の全面改訂である。

昭和22年３月に学校教育法が制定されて，小学校教育は根本的な変革がなされ，教

育課程についても大きな改革がなされた。

すなわち，同年５月に学校教育法施行規則が制定され，学校教育法第20条の規定に

基づいて教育課程（当時は「教科課程」と称していた。）に関する基本的な事項を定

めるとともに，教育課程の基準としての学習指導要領を試案の形で作成した。

(1) 昭和22年の学習指導要領

この最初の学習指導要領については，昭和22年３月に一般編が刊行され，同年内

に算数科，家庭科，社会科，図画工作科，理科，音楽科及び国語科の各編が相次い

で刊行され，昭和24年には体育科編が刊行された。この最初の学習指導要領におけ

る特色は次のとおりである。

ア 従来の修身（公民），日本歴史及び地理を廃止し，新たに社会科を設けたこと。

社会科は，児童が自分たちの社会に正しく適応し，その中で望ましい人間関係

を実現し，進んで自分たちの属する共同社会を進歩向上させることができるよう

に，社会生活を理解させ，社会的態度や社会的能力を養うことを目標とした。

イ 新たに家庭科を設けたこと。

家庭科は，従来女子だけに課していた裁縫や家事と異なり，男女共に課し，望

ましい家族関係の理解と家族の一員としての自覚の下に，家庭生活に必要な技術

を修めて生活の向上を図る態度や能力を養うことを目標とした。

ウ 新たに自由研究を設けたこと。

自由研究は，児童の自発的な活動を促すために，教師の指導の下に児童がそれ



ぞれの興味と能力に応じて，教科の発展として行う活動や学年の区別なく同好の

者が集まって行うクラブ活動などを行う時間として設けた。

エ 各教科の授業時数を改めたこと。

授業時数については，指導に弾力性をもたせるという趣旨から，各教科とも年

間の総時数で表し，１年間を35週とした場合の週当たりの授業時数を併せて示し

た。また，日課表を作成する上で１単位時間を特に固定せず，学習の進み方など

の必要に応じて変化のある学習が行われるようにした。

(2) 昭和26年の改訂

昭和22年の学習指導要領は，戦後の教育改革の急に迫られて極めて短時日の間に

作成されたもので，例えば，教科間の関連が十分図られていなかったことなどの問

題があった。そこで，昭和23年以降学習指導要領の使用状況の調査を行う一方，実

験学校における研究，編集委員会による問題点の研究などを行い，その改訂作業を

始めた。さらに，昭和24年には，小学校，中学校及び高等学校の教育課程に関する

事項の調査審議を行うための教育課程審議会を文部省に設け，同審議会から，昭和

25年６月には小学校家庭科の存否，毛筆習字の課程の取扱い，自由研究の存否，総

授業時数の改正などについて，昭和26年１月には道徳教育の振興について答申を受

けた。

このような経過を経て，学習指導要領は，昭和26年に全面的に改訂され，昭和22

年の場合と同様に，一般編と各教科編に分けて試案の形で刊行された。その改訂の

主な特色は次のとおりである。

ア 各教科の配当授業時数については，教科を学習の基礎となる教科（国語，算数），

社会や自然についての問題解決を図る教科（社会，理科），主として創造的な表現

活動を行う教科（音楽，図画工作，家庭），健康の保持増進を図る教科（体育）の

４つの経験領域に分け，これらに充てる授業時数を教科の総授業時数に対する比

率で示すこととし，教科と教科以外の総授業時数の基準を２個学年ごとにまとめ

て示したこと。

イ 家庭科（第５，第６学年）は他の教科と著しく重複する目標や指導内容を整理

して存置することとしたこと。



ウ 毛筆習字は，国語学習の一部として第４学年から課すことができるようにした

こと。

エ 自由研究を発展的に解消し，教科の学習では達成されない目標に対する諸活動

を包括して教科以外の活動とし，それらの活動を例示したこと。

また，道徳教育については，昭和26年の教育課程審議会の答申に基づいて，「道

徳教育のための手引書要綱」を作成するとともに，学習指導要領一般編において，

道徳教育は学校教育のあらゆる機会に指導すべきであるとし，社会科をはじめ各教

科の道徳教育についての役割を明確にした。さらに，健康教育についても同様に一

般編において，教科，教科以外の活動を含めてあらゆる機会を通じて行われること

が望ましいとした。

なお，この学習指導要領においては，昭和22年の学習指導要領の「教科課程」と

いう用語に代えて「教育課程」という用語が用いられた。

その後，昭和28年に教育課程審議会から社会科の改善に関する答申を受け，「社

会科の改善についての方策」を発表するとともに，この方策に沿って学習指導要領

社会科編の改訂を行い，昭和30年12月に刊行した。この改訂においては，社会科に

おける道徳教育の在り方を一層明確にするとともに，地理，歴史教育の系統性，指

導内容の学年別配当を明らかにし，また，政治，経済，社会等については，小学校

段階としての範囲を明確にするとともに世界的な視野に立った国民的自覚を促すこ

となどを強調した。

(3) 昭和33年の改訂

昭和26年の学習指導要領については，全教科を通じて，戦後の新教育の潮流とな

っていた経験主義や単元学習に偏り過ぎる傾向があり，各教科のもつ系統性を重視

すべきではないかという問題があった。また，授業時数の定め方に幅があり過ぎる

ということもあり，地域による学力差が目立ち，国民の基礎教育という観点から基

礎学力の充実が叫ばれるようになった。そのほか，基礎学力の充実に関連し科学技

術教育の振興が叫ばれ，理科，算数の改善が要請された。

このような点を改善するため，昭和31年に教育課程審議会に「小学校・中学校教

育課程の改善について」諮問し，昭和33年３月に同審議会から答申を受け，学習指



導要領を全面的に改訂し，昭和36年４月から実施した。

学習指導要領の改訂に先だち，昭和33年８月に学校教育法施行規則の一部を改正

した。その改正の要点は次のとおりである。

ア 学習指導要領は，教育課程の基準として文部大臣が公示するものであると改め，

学校教育法，同法施行規則，告示という法体系を整備して教育課程の基準として

の性格を一層明確にしたこと。

イ 小学校の教育課程は，各教科，道徳，特別教育活動及び学校行事等によって編

成するということを明示したこと。

ウ 小学校における各教科及び道徳の年間最低授業時数を明示したこと。

このように，従来は学習指導要領で規定していた事項を学校教育法施行規則にお

いて規定したのも，昭和33年の改訂の特色の一つである。

また，学習指導要領は，従来は一般編及び各教科編から成っていたが，この改訂

において一つの告示にまとめ，教育課程の基準として必要な事項を規定するにとど

めた。

昭和33年の改訂は，独立国家の国民としての正しい自覚をもち，個性豊かな文化

の創造と民主的な国家及び社会の建設に努め，国際社会において真に信頼され，尊

敬されるような日本人の育成を目指して行った。その改訂の特色は次のとおりであ

る。

ア 道徳の時間を特設して，道徳教育を徹底して行うようにしたこと。

イ 基礎学力の充実を図るために，国語，算数の内容を再検討してその充実を図る

とともに授業時数を増やしたこと。

ウ 科学技術教育の向上を図るために，算数，理科の充実を図ったこと。

エ 地理，歴史教育を充実改善したこと。

オ 情操の陶冶，身体の健康，安全の指導を充実したこと。
と う や

カ 小・中学校の教育の内容の一貫性を図ったこと。

キ 各教科の目標及び指導内容を精選し，基本的な事項の学習に重点を置いたこと。

ク 教育課程の最低基準を示し，義務教育の水準の維持を図ったこと。

(4) 昭和43年の改訂



昭和33年の改訂後，我が国の国民生活の向上，文化の発展，社会情勢の進展はめ

ざましいものがあり，また，我が国の国際的地位の向上とともにその果たすべき役

割もますます大きくなりつつあった。そこで，教育内容の一層の向上を図り，時代

の要請に応えるとともに，さらに，実施の経験にかんがみ，児童の発達の段階や個

性，能力に即し，学校の実情に適合するように改善を行う必要があった。

このため，昭和40年６月に教育課程審議会に「小学校，中学校の教育課程の改善

について」諮問し，同審議会から昭和42年10月に答申を受け，昭和43年７月に学校

教育法施行規則の一部を改正するとともに学習指導要領を全面的に改訂し，昭和46

年４月から実施した。

学校教育法施行規則の主な改正点は，次のとおりである。

ア 小学校の教育課程は，国語，社会，算数，理科，音楽，図画工作，家庭及び体

育の各教科，道徳並びに特別活動によって編成するものとしたこと。

イ 小学校の各学年における各教科及び道徳の授業時数を，最低時数から標準時数

に改めたこと。

ウ 小学校の教育課程に関し，その改善に資する研究を行うため特に必要があり，

かつ，児童の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合において

は，文部大臣が別に定めるところにより，小学校学習指導要領等によらないこと

ができることとしたこと。

また，この学習指導要領の改訂の方針は次のとおりである。

ア 小学校の教育は，教育基本法及び学校教育法の示すところに基づいて人間形成

における基礎的な能力の伸長を図り，国民育成の基礎を養うものであるとしたこ

と。

イ 人間形成の上から調和と統一のある教育課程の実現を図ったこと。すなわち，

基本的な知識や技能を習得させるとともに，健康や体力の増進を図り，正しい判

断力や創造性，豊かな情操や強い意志の素地を養い，さらには，国家及び社会に

ついて正しい理解と愛情を育てるものとしたこと。

ウ 指導内容は，義務教育９年間を見通し，小学校段階として有効・適切な基本的

な事項に精選したこと。この場合，特に時代の進展に応ずるようにしたこと。



(5) 昭和52年の改訂

昭和43年の改訂後，我が国の学校教育は急速な発展を遂げ，昭和48年度には高等

学校への進学率が90パーセントを超えるに至り，このような状況にどのように対応

するかということが課題となっていた。また，学校教育が知識の伝達に偏る傾向が

あるとの指摘もあり，真の意味における知育を充実し，児童生徒の知・徳・体の調

和のとれた発達をどのように図っていくかということが課題になっていた。

そこで，昭和48年11月に教育課程審議会に「小学校，中学校及び高等学校の教育

課程の改善について」諮問を行い，昭和51年12月に答申を受けた。答申においては，

教育課程の基準の改善は，自ら考え正しく判断できる児童生徒の育成ということを

重視しながら，次のようなねらいの達成を目指して行う必要があるとした。

① 人間性豊かな児童生徒を育てること。

② ゆとりのあるしかも充実した学校生活が送れるようにすること。

③ 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視するとともに児童生徒の

個性や能力に応じた教育が行われるようにすること。

この答申を受けて，昭和52年７月23日に学校教育法施行規則の一部を改正すると

ともに，小学校学習指導要領を全面的に改訂し，昭和55年４月から実施した。

この改訂においては，自ら考え正しく判断できる力をもつ児童生徒の育成を重視

し，次のような方針により改善を行った。

① 道徳教育や体育を一層重視し，知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生

徒の育成を図ることとしたこと。

豊かな人間性を育てる上で必要な資質や徳性を児童の発達の段階に応じて十分

身に付けるようにするため，各教科等の目標の設定や指導内容の構成に当たって，

これらの資質や徳性の涵養に特に配慮した。
かん

② 各教科の基礎的・基本的事項を確実に身に付けられるように教育内容を精選

し，創造的な能力の育成を図ることとしたこと。

各教科の指導内容については，次の４つの観点に立って，各学年段階において

確実に身に付けさせるべき基礎的・基本的な事項に精選した。

ア 小・中・高等学校の指導内容の関連と学習の適時性を考慮して，各学年段階



間の指導内容の再配分や精選を行った。

イ 各学年にわたって取り扱うことになっていた指導内容は必要に応じて集約化

を図った。

ウ 各教科の指導内容の領域区分を整理統合した。

エ 各教科の目標を中核的なものに絞り，それを達成するための指導事項を基礎

的・基本的なものに精選した。

③ ゆとりのある充実した学校生活を実現するため，各教科の標準授業時数を削減

し，地域や学校の実態に即して授業時数の運用に創意工夫を加えることができる

ようにしたこと。

ゆとりのあるしかも充実した学校生活を実現するため，各教科の指導内容を精

選するとともに，学校教育法施行規則の一部を改正し，第４学年では週当たり２

単位時間，第５，６学年では４単位時間の標準授業時数の削減が行われた。この

ことによって，学校の教育活動にゆとりがもてるようにするとともに，地域や学

校の実態に応じ創意を生かした教育活動が展開できるようにした。

④ 学習指導要領に定める各教科等の目標，内容を中核的事項にとどめ，教師の自

発的な創意工夫を加えた学習指導が十分展開できるようにしたこと。

各教科等の目標や指導内容について中核的な事項のみを示すにとどめ，また，

内容の取扱いについて指導上の留意事項や指導方法に関する事項などを大幅に削

除した。このような大綱化を図ることによって学校や教師の創意工夫の余地を拡

大した。

(6) 平成元年の改訂

昭和52年の改訂後，科学技術の進歩と経済の発展は，物質的な豊かさを生むとと

もに，情報化，国際化，価値観の多様化，核家族化，高齢化など，社会の各方面に

大きな変化をもたらすに至った。しかも，これらの変化は，今後ますます拡大し，

加速化することが予想された。

このような社会の変化に対応する観点から教育内容の見直しを行うことが求めら

れていた。

そこで，昭和60年９月に教育課程審議会に「幼稚園，小学校，中学校及び高等学



校の教育課程の基準の改善について」諮問を行い，昭和62年12月に答申を受けた。

答申においては，次の諸点に留意して改善を図ることを提言している。

① 豊かな心をもち，たくましく生きる人間の育成を図ること。

② 自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を重視すること。

③ 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視し，個性を生かす教育の

充実を図ること。

④ 国際理解を深め，我が国の文化と伝統を尊重する態度の育成を重視すること。

この答申を受けて，平成元年３月15日に学校教育法施行規則の一部を改正すると

ともに，小学校学習指導要領を全面的に改訂し，平成４年４月から実施した。

学校教育法施行規則の主な改正点は，第１学年及び第２学年に，新教科として生

活科を設定することとし，これに伴い，第１学年及び第２学年の社会及び理科は廃

止したことである。各教科等の授業時数については，各学年の年間の総授業時数は

変更しないが，第１学年及び第２学年に新設する生活科については，第１学年102

単位時間，第２学年105単位時間をそれぞれ充てるとともに，第１学年及び第２学

年において，国語の力の充実を図るため，国語の授業時数を第１学年34単位時間，

第２学年35単位時間それぞれ増やした。

この改訂においては，生涯学習の基盤を培うという観点に立ち，21世紀を目指し

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を図ることを基本的なねらいと

し，次の方針により行った。

① 教育活動全体を通じて，児童の発達の段階や各教科等の特性に応じ，豊かな心

をもち，たくましく生きる人間の育成を図ること。

これからの社会において自主的，自律的に生きる力を育てるため，道徳を中心

にして各教科や特別活動においても，それぞれの特質に応じて，内容や指導方法

の改善を図ることに配慮した。

② 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視し，個性を生かす教育を

充実するとともに，幼稚園教育や中学校教育との関連を緊密にして各教科等の内

容の一貫性を図ること。

各教科の内容については，小学校段階において確実に身に付けさせるべき基礎



的・基本的な内容に一層の精選を図るとともに，基礎的・基本的な内容を児童一

人一人に確実に身に付けさせるようにするため，個に応じた指導など指導方法の

改善を図ることとした。また，個性を生かすためには，児童一人一人が自分のも

のの見方や考え方をもつようにすることが大切であり，各教科において思考力，

判断力，表現力等の能力の育成や，自ら学ぶ意欲や主体的な学習の仕方を身に付

けさせることを重視した。

③ 社会の変化に主体的に対応できる能力の育成や創造性の基礎を培うことを重視

するとともに，自ら学ぶ意欲を高めるようにすること。

各教科の内容については，これからの社会の変化に主体的に対応できるよう，

思考力，判断力，表現力等の能力の育成を重視することとした。

また，生涯学習の基礎を培う観点から，学ぶことの楽しさや成就感を体得させ

自ら学ぶ意欲を育てるため体験的な学習や問題解決的な学習を重視して各教科の

内容の改善を行った。

④ 我が国の文化と伝統を尊重する態度の育成を重視するとともに，世界の文化や

歴史についての理解を深め，国際社会に生きる日本人としての資質を養うこと。

我が国の文化と伝統に対する理解と関心を深め，それを大切にする態度の育成

を図るとともに，日本人としての自覚やものの見方，考え方についての基礎を培

う観点から，各教科等の内容の改善を図ることとした。その一環として，国旗及

び国歌の指導については，日本人としての自覚を高め国家社会への帰属意識を涵
かん

養するとともに，国際社会において信頼される日本人を育てる観点から，その充

実を図ることとした。

(7) 平成10年の改訂

平成８年の中央教育審議会の「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」

の第１次答申は，21世紀を展望し，我が国の教育について，[ゆとり]の中で[生き

る力］をはぐくむことを重視することを提言した。［生きる力］について，同答申

は「いかに社会が変化しようと，自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体

的に判断し，行動し，よりよく問題を解決する資質や能力」，「自らを律しつつ，他

人とともに協調し，他人を思いやる心や感動する心など，豊かな人間性」，そして，



「たくましく生きるための健康や体力」を重要な要素として挙げた。また，同答申

は［ゆとり］の中で［生きる力］をはぐくむ観点から，完全学校週５日制の導入を

提言するとともに，そのねらいを実現するためには，教育内容の厳選が是非とも必

要であるとしている。

そこで，平成８年８月に教育課程審議会に「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，

盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」諮問を行い，平成
ろう

10年７月に答申を受けた。答申においては，次の諸点に留意して改善を図ることを

提言している。

① 豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本人としての自覚の育成を重視す

ること。

② 多くの知識を一方的に教え込む教育を転換し，子どもたちの自ら学び自ら考え

る力の育成を重視すること。

③ ゆとりのある教育活動を展開する中で，基礎・基本の確実な定着を図り，個性

を生かす教育の充実を図ること。

④ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育，特色ある学校づくりを進めること。

この答申を受けて，平成10年12月14日に学校教育法施行規則の一部を改正すると

ともに，小学校学習指導要領を全面的に改訂し，平成14年４月から実施した。

学校教育法施行規則の主な改正点は，第一に，各学校が，地域や学校，児童の実

態等に応じて，横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意

工夫を生かした教育活動を行う時間として，第３学年以上の各学年に「総合的な学

習の時間」を創設したこと，第二に，各学年の年間総授業時数については，完全学

校週５日制が実施されることに伴う土曜日分を縮減した時数とし，従前より各学年

とも年間70単位時間（第１学年にあっては68単位時間），週当たりに換算して２単

位時間削減することとし，また，各学年の各教科，道徳，特別活動及び総合的な学

習の時間ごとの授業時数についての改正を行ったこと，第三に，第３学年以上にお

いても合科的な指導を進めることができるようにしたこと，の３点である。

この改訂においては，平成14年度から実施される完全学校週５日制の下で，各学

校がゆとりの中で特色ある教育を展開し，児童に豊かな人間性や基礎・基本を身に



付け，個性を生かし，自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を培うことを基本

的なねらいとして，次の方針により行った。

① 豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること。

児童の人間としての調和のとれた育成とともに国際社会の中で日本人としての

自覚をもち主体的に生きていく上で必要な資質や能力の基礎を培う観点から，社

会や体育，道徳，特別活動等において，それぞれの特質に応じて，内容や指導方

法の改善を図ることに配慮した。

② 自ら学び，自ら考える力を育成すること。

これからの学校教育においては，多くの知識を教え込むことになりがちであっ

た教育の基調を転換し，児童に自ら学び自ら考える力を育成することを重視した

教育を行うことが必要との観点から，総合的な学習の時間の創設のほか，各教科

において体験的な学習や問題解決的な学習の充実を図った。

③ ゆとりのある教育活動を展開する中で，基礎・基本の確実な定着を図り，個性

を生かす教育を充実すること。

完全学校週５日制を円滑に実施し，生涯学習の考え方を進めていくため，時間

的にも精神的にもゆとりのある教育活動が展開される中で，児童が基礎・基本を

じっくり学習できるようにするとともに，興味・関心に応じた学習に主体的に取

り組むことができるようにする必要がある。このような観点から，年間総授業時

数の削減，各教科の教育内容を授業時数の縮減以上に厳選し基礎的・基本的な内

容に絞り，ゆとりの中でじっくり学習しその確実な定着を図るようにすることな

どの改善を図った。また，児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう

個別指導やグループ別指導，繰り返し指導，教師の協力的な指導など指導方法や

指導体制を工夫改善し個に応じた指導を充実することを総則に示した。

④ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育，特色ある学校づくりを進めること。

児童一人一人の個性を生かす教育を行うためには，各学校が児童や地域の実態

等を十分踏まえ，創意工夫を存分に生かした特色ある教育活動を展開することが

大切である。このような観点から，総合的な学習の時間の創設や授業の１単位時

間や授業時数の運用の弾力化，国語等の教科の目標や内容を２学年まとめるなど



の大綱化といった改善を図った。




